
平成18年度に町に移った事務と
平成19年度に移る事務

通
報
で
注
意
す
る
こ
と
は
？

①
場
所
等
を
特
定
す
る
た
め
に

地
区
名
（
※
使
用
で
き
る
地
区

名
一
覧
を
参
照
）
と
番
地
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

住
所
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

目
標
物
（
橋
、
バ
ス
停
、
交
差

点
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
）
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

■
使
用
で
き
る
地
区
名
一
覧

呉
地
、
出
来
庭
、
中
溝
、
萩

原
、
城
之
堀
、
初
神
、
新
宮
、

川
角
、
平
谷
、
貴
船
、
石
神
、

神
田
、
柿
迫
、
東
山

の
14
種
類
で
す
。

②
固
定
電
話
か
ら
の
通
報
の
場

合
は
、「
発
信
地
表
示
シ
ス
テ

ム
」
に
よ
り
通
報
場
所
が
素
早

く
分
か
り
ま
す
の
で
、
携
帯
電

話
よ
り
固
定
電
話
を
優
先
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

広
島
市
消
防
局
警
防
課
指
令
係

℡
546
―

３
４
５
６

（
生
活
環
境
課
）
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行政サービスの充実と分権社会にふさわしいまちづくりを推進するため、県が行ってきた

事務や権限の一部譲り受けを始めています。平成18年度の被爆者健康診断の実施などに続き、

平成19年度はパスポートの窓口事務（申請受理と交付）など新たに13項目の事務や権限を譲

り受けます。

行政機関のなかで最も身近な役場で、より多くの行政サービスを皆さまにご提供できるよ

う、今後も計画的に事務や権限の譲り受けを進める予定です。 （政策室　℡820－5632）

18年度 

 

 

19年度 

健康・福祉に関すること 
18年度 

道路・建築などに関すること 
18年度 

 

 

19年度 

商工業に関すること 
19年度 

危険物に関すること 
19年度 

・心身障害者扶養共済制度の申請書の受理など　（福祉課） 

・医療従事者（医師等）の免許申請書の受理など　（福祉課） 

・調理師、製菓衛生師、クリーニング師の免許申請書の受理など （生活環境課） 

・パスポートの発給申請書の受理と交付【19年 6月】　（住民課） 

【ご注意】 

１）パスポート窓口の開設は平成19年６月４日です。それまでの窓口である、県旅券センター等

でパスポートを受け取るには、所定の期日までに県旅券センター等に旅券申請をする必要があり

ます。（詳しくは県のホームページをご覧いただくか、住民課にお問い合わせください。） 

２）海外で親族の方が病気や事故に遭われた等の理由での緊急渡航や、一般旅券発給申請書の「刑

罰等関係」欄の質問項目に該当する方は、従来どおり県での取扱いとなります。 

・民生委員・児童委員の指揮監督、研修など　（福祉課） 

・身体・知的障害者相談員の設置、研修など　（福祉課） 

・被爆者への健康診断、健康相談など　（健康課） 

・未熟児の訪問指導など　（健康課） 

・県道の維持修繕（矢野安浦線を除く）　（建設課） 

・急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕　（建設課） 

・屋外広告物の規制（設置許可など）　（都市整備課） 

・県道の整備事業（矢野安浦線を除く）　（建設課） 

・景観の保全（大規模建築物の新築等の届出受付）　（企画課） 

・国土利用計画に関する事務（土地売買等の届出時における意見書作成）　（企画課） 

・商工会の設立認可など 

・大規模小売店舗の新設届の受理など 

・特定工場の新設届の受理など　 （企画課） 

・火薬類販売営業の許可など 

・高圧ガスの製造許可など 

（＊消防事務とともに広島市に委託します。） 

問合せ先　広島市消防局　℡546－3482 

　　　　　安芸消防署　　℡822－4349

青少年・文化財に関すること 
19年度 

農林業に関すること 
18年度 

 

 

19年度 

・図書類等の自動販売機の設置届の受付、

書店等への立入調査など 

・史跡等に関する事務　　    （生涯学習課） 

・農用地区域内の開発許可など 

・農地転用許可など 

・入会林野整備計画の認可など 

・エコファーマー認定申請書の受理 

・鳥獣の捕獲許可など　　　　 　（建設課） 

窓口サービスに関すること 

各課の電話番号は23ページをご覧ください。

広島県の事務の一部が熊野町に移ります
～　平成19年度はパスポートの窓口事務などを　～ 1
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9
番
通
報
の

受
信
場
所
が
変
わ
り
ま
す

海田地区消防組合が 3 月31日をもって
解散することに伴い、 4 月 1 日から119
番通報の受信場所が広島市消防局に変わ
ります。
なお、消防車や救急車は、これまでど

おり熊野出張所から出動します。

３月１日（木）～７日（水）
住宅防火　いのちを守る

７つのポイント
‐ 3 つの習慣‐
○寝たばこは、絶対にやめる。
○ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。
‐ 4 つの対策‐
○逃げ遅れを防ぐために、住宅
用火災警報器を設置。
○寝具や衣類からの火災を防ぐ
ため、防炎製品を使用。
○火災を小さいうちに消すため
に、住宅用消火器等を設置。
○お年寄りや身体の不自由な人
を守るために、隣近所の協力体
制をつくる。

（海田地区消防組合）

春の火
災予防運動

春の火
災予防運動

火災・救急通報のかけ方 
あわてず・ゆっくり・はっきりと！ 

①119番をダイヤルする。 
 
②火災か救急か伝える。 
 
③場所を伝える。 
　●熊野町＿地区の＿番地、 
　　　　　　　　　　＿宅です。 
　●近くの目標物（店、交差点など）を伝える。 
 
④状況を伝える。 
　・火災なら何が燃えているかなど。 
　・救急なら傷病者の状態など。 
 
⑤自分の名前を言う 

※地区名などをご記入のうえ、電話機のそばに貼ってご利用ください。 

キリトリ線 

キ
リ
ト
リ
線 

通報から出動までのながれ 

緊急通報用 
ファックス 

固定電話 

広島市消防局 
（広島市中区大手町5丁目20番12号） 

広島市安芸消防署 
（旧海田地区消防本部） 

広島市安芸消防署 
熊野出張所 

携帯電話 

指　令 

通　報 

聴覚障害者の方などからの

緊急通報用ファックス番号が
823―0119 → 246―8222
に変更されます。
事前に変更・登録などを

お願いします。


